
( 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項 )

株式会社サイバー・バズ

上記各事項につきましては、法令及び当社定款第18条に基づき、
書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載し
ておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわら
ず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記
載した書面を一律でお送りいたします。
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事 業 区 分 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
SMM（ソーシャルメディア
マーケティング）事業 161（6.1）名 12名増（3.3名増）

そ の 他 の 事 業 ７（8.9）名 ３名増（6.6名増）

全 社 ( 共 通 ) 37（6.0）名 ４名増（0.8名増）

合 計 205（21.0）名 19名増（10.7名増）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

154（9.8）名 ９名増（1.9名増） 29.4歳 ３.4年

使用人の状況（2024年９月30日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員であり、パート及びアルバイトは、（　）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

　　　２. 「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門及び育児休業
等の休職者の人員数を記載しております。

　　　３. 使用人数が増加した主な理由は、事業拡大を目的とした採用によるものであります。
②　当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であり、パート及びアルバイトは、（　）
内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　　　２. 使用人数が増加した主な理由は、事業拡大を目的とした採用によるものであります。
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借 入 先 借 入 額

株式会社三井住友銀行 1,066百万円

株式会社みずほ銀行 108百万円

主要な借入先の状況（2024年９月30日現在）
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　(1) 管理部門は、コンプライアンス管理規程に従い、コンプライアンスに関する教育・研修

を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
　(2) 内部監査室は、内部監査規程に従い、取締役及び使用人の職務執行のモニタリングを行

い、必要に応じて管理部門と連携し、その指摘に基づいて各部の業務管理・運用制度を
整備するほか、内部通報規程等の社内規程に従い、法令違反行為等に関する内部通報制
度を運用し、問題の早期発見・未然防止を図るとともに、通報者に対する不利益な扱い
を禁止する。

　(3) 内部監査室及び監査等委員会は、内部監査規程、監査等委員会規則、監査等委員会監査
基準に従い、取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款、諸規程に適合しているか、
会社の業務の適正が確保されているか監査する。

　(4) 当社グループは、反社会的勢力排除規程に基づき、反社会的勢力と一切の関わりを持た
ず、不当な要求を排除する。また、警察、弁護士等と緊密な連携体制を構築することに
努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、法令、機密情報管理規程、文書取扱規程、情報セ
キュリティ規程等の社内規程に従い、適切に保存及び管理を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　(1) 事業部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを

選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。
　(2) 管理部門は、コンプライアンスの状況に関して継続的なモニタリングを行い、リスクの

早期発見と未然防止に努める。
　(3) リスク・コンプライアンス委員会は、リスク管理に関する重要な事項を審議するととも

に、当社グループのリスク管理の実施について監督する。
　(4) 内部監査室は、内部監査規程等の社内規程に従い、組織横断的な状況把握、監視を行

い、代表取締役に対してリスク管理に関する事項を報告する。
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　(5) 危機発生時には、社内取締役は、取締役会に対し損失の危険の内容、発生する損失の程
度等当社グループに対する影響について報告を行うほか、リスク管理規程に従い、対策
本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に
対処する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　(1) 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明

確化を図る。
　(2) 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行

うものとし、毎月１回開催する。また、取締役会の他、会社の機動的な経営のため、役
員会を毎週１回開催し、取締役会で定められた事項を除く重要な事項について、効果的
な経営執行を行う。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　(1) 当社は、当社グループ全体のコンプライアンス、リスクマネジメント体制の構築に努め

る。
　(2) 当社は、当社グループの管理に関する関係会社管理規程に従い、当社グループ全体の業

務の円滑化と管理の適正化を図る。
　(3) 子会社における重要事項については、職務分掌規程に従って行うほか、子会社担当取締

役が当社の役員会及び取締役会への報告を行い、業務の適正を図る。
　(4) 管理部門は、子会社の取締役と協力をし、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜

開催するほか、リスクの早期発見・未然防止に努める。危機発生時には、子会社担当取
締役は、当社の取締役会において危険の内容・発生する損失の程度等の報告を行うほ
か、リスク管理規程に従い、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、
当該危機に対して適切かつ迅速に対処する。

　(5) 子会社の経営上の重要事項については、子会社の経営の独立性を尊重しつつ、職務分掌
規程に従い、重要事項及びリスク状況に関しては事前に当社の役員会、取締役会等に報
告及び議案とすることを義務付ける。

　(6) 内部監査室は、子会社の取締役と協力し取締役及び使用人の職務執行のモニタリングを
行い、必要に応じて管理部門と連携し、業務管理・運用制度を整備するほか、法令違反
行為等に関する内部通報制度を運用し、問題の早期発見・未然防止を図るとともに、通
報者に対する不利益な扱いを禁止する。
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⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
　当社は補助すべき使用人を置いた場合、当該使用人は監査等委員会監査基準に従い、監査等
委員会の指揮命令下で監査等委員会補助業務を遂行する。また、当該使用人の人事異動、評価
等の人事処遇に関する事項については、事前に監査等委員会の同意を得た上で決定するものと
し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び上司その他の者からの独立性を確保す
る。

⑦ 監査等委員会に報告するための体制
　(1) 監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会の

ほか役員会及び希望する任意の会議に出席する。監査等委員会は、当社グループの取締
役及び使用人に対し業務執行状況の報告を求めることができ、取締役及び使用人は、こ
れに応じて速やかに報告する。

　(2) 監査等委員会は、必要があると認めたときは、当社グループの取締役及び使用人に対し
事業の報告を求め、又は会社の業務及び財産の状況を調査する。

　(3) 内部監査室は、当社グループに関する重要な機関決定事項、経営状態のうち重要な事
項、著しい損害を及ぼすおそれのある事項等の重要事項を定期的に監査等委員会に報告
する。

⑧ 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制

　当社は、監査等委員会への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、解
雇・懲戒処分その他の不利な取り扱いを行わないよう周知・徹底する。

⑨ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払
又は償還等の請求をしたときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと合理的に認められ
る場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　(1) 監査等委員会は、監査等委員会監査基準に従い、代表取締役と定期的に会合をもち、代

表取締役の経営方針を確かめるとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリス
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ク、監査上の重要課題等について意見を交換し、代表取締役との相互認識と信頼関係を
深めるよう努める。

　(2) 監査等委員会は、監査等委員会監査基準に従い、会計監査人及び内部監査室と定期的に
情報交換を行い、相互の連携を図る。

⑪ 財務報告の適正性を確保するための体制
　財務報告の信頼性確保のため、内部監査室は、内部監査規程に従い、全社的な統制活動及び
業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 内部管理体制全般について
　当社は、当事業年度において、売掛金の取立不能又は取立遅延のおそれが発生したことから、
販売管理費及び一般管理費に貸倒引当金繰入額2,202百万円を計上しております。
　当該事象の再発防止策として、㋐職務権限規程の見直しを行うことで職務権限を明確にし、ま
た、「重要な契約書」の該当性に関する具体的な基準等に係る明確化を行い、個人の主観に依存
しない判断をできるように変更するとともに、㋑取締役会及び役員会への上程事項を明確にし、
重要性の高い取引の実行に際しては弁護士等の専門家の審査を踏まえたリスク判断を行い、モニ
タリングを徹底する等、リスク判断及びモニタリング方法の見直しを実施して、運用を開始して
おります。

② 取締役の職務の執行について
　定時取締役会を月１回、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、当事業年度においては取
締役会を12回開催いたしました。取締役会には各取締役のほか、独立性を保持した社外取締役
及び監査等委員である取締役も出席し、重要な職務執行に関する意思決定を監督しております。

③ リスク管理体制について
　取締役、コーポレート本部のリスク担当が連携し、リスク管理体制の強化、推進に努め、具体
的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備しておりま
す。また、リスク・コンプライアンス委員会において、優先的に対応すべきリスクの把握、対応
方針の決定をし、当社グループのリスク管理の実施について監督をしております。
　内部監査室は、内部監査実施状況、内部監査結果その他の重要情報を適宜代表取締役へ報告し
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ております。

④ 内部監査の実施について
　内部監査室にて、社内各部署及び当社グループ各社が、法令、定款、社会規範、社内規程、並
びに業界団体の定めるガイドラインに従い適正な企業活動を行っているか、また、業務フローに
おいて適切な牽制が働いているか否かを、監査等委員会との相互協力のうえ、書類の閲覧及び実
地調査しております。また、内部監査室は、内部監査計画に従い、毎月１回、当社の各部署及び
当社グループ各社を対象に内部監査を行い、内部監査報告書を作成し、代表取締役に対し報告を
行っております。

⑤ 監査等委員会の職務の執行について
　監査等委員３名（うち社外監査等委員３名）は、監査等委員会で策定された監査方針並びに監
査計画に基づいて、取締役会等の重要会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。
　監査等委員は、内部監査室と必要に応じてミーティングを行い、内部監査の実施状況及び監査
結果について報告を受け、内部監査の実施計画、具体的実施方法、業務改善策等に関し、意見交
換を行うとともに、社内各部署及びグループ企業各社の監査にあたり、内部監査室と連携して、
取締役・使用人からの事情の聴取、書類の閲覧、実地調査等を行っております。
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（2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 478,121 478,121 1,215,322 △32,647 2,138,916
当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 6,500 6,500 13,000
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ） △1,954,414 △1,954,414
自 己 株 式 の 取 得 △91 △91
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当連結会計年度変動額合計 6,500 6,500 △1,954,414 △91 △1,941,506
当連結会計年度末残高 484,621 484,621 △739,092 △32,739 197,409

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
その他の包括利益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 2,186 2,186 117,368 2,258,471
当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 13,000
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ） △1,954,414
自 己 株 式 の 取 得 △91
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 2,290 2,290 33,215 35,505

当連結会計年度変動額合計 2,290 2,290 33,215 △1,906,000
当連結会計年度末残高 4,476 4,476 150,584 352,470

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
1．継続企業の前提に関する注記

当社グループは、当連結会計年度において、取引先に対する売掛金の入金遅延に伴い、貸倒引当金繰入額
2,202,612千円を計上いたしました。多額の営業損失を計上した結果、純資産が352,470千円となり、前
連結会計年度末と比べ、1,906,000千円減少しております。

また、当社グループは、株式会社りそな銀行からの借入金に関して、借入に関する事実経緯等も踏まえ、
返済条件等に関する協議を実施した結果、2024年５月29日に任意の期限前弁済を行っております。

このような状況により、当社グループは、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状
況が生じていると認識しております。

当社グループは、このような状況を早期に解消すべく、以下のとおり対応を進めて参ります。

①事業収益の拡大
当社グループは、当連結会計年度において、過去最高の売上高を計上しております。成長率の高いソーシ

ャルメディアマーケティング市場において、現在も業績を伸ばしておりますが、更なる売上成長を図るため
に、当社グループの強みであるインフルエンサーを活用したマーケティング手法を中心に、新たな事業開発
等に取り組むことにより、企業価値を向上させ継続的に成長を続けていくように努めて参ります。

②財務基盤の安定
当社グループでは、複数の金融機関から長短期の借入を実施しており、当社グループの現在の財政状態を

踏まえた上でも、継続的にご支援いただける可能性は高いものと考えております。
また、更なる財政状態の改善を企図して、資金調達についても具体的な協議を進めていることから、財務

面での安定は達成できるものと考えております。

このように、当社グループの成長性は非常に高いと考えているものの、資金調達については、金融機関や
主要株主との協議を行いながら進めている途上であり、協議の進展によっては今後の資金繰りに影響を及ぼ
す可能性があることから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識
しております。

なお、連結計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影
響を連結計算書類に反映しておりません。
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2．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
・連結子会社の数 ３社
・連結子会社の名称 株式会社ソーシャルベース

株式会社BuzzJob
株式会社WithLIVE

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
当連結会計年度において、株式会社WithLIVEは決算日を12月31日から９月30日に変更しております。
この決算期変更により、当連結会計年度は2023年10月１日から2024年９月30日までの12か月間を連

結しておりますが、連結計算書類への影響はありません。
なお、当該変更に伴い、すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券
市場価格のない株式等 　移動平均法による原価法

ロ．棚卸資産
貯蔵品 　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産 　定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物附属設備　　　　　15年
工具、器具及び備品　　４年～15年

ロ．無形固定資産 　自社利用のソフトウエアは、社内における利用可能期間（３年～５年）
に基づく定額法
　顧客関連資産は、効果の及ぶ期間（３年～５年）に基づく定額法

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。なお、当連結会計年度において、売
上債権の取立不能または取立遅延のおそれが発生したことから、販売費及
び一般管理費に貸倒引当金繰入額2,202,612千円を計上しております。
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ロ．ポイント引当金 　Ripre会員に付与したポイントの利用による費用負担に備えるため、当
連結会計年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しておりま
す。

④　重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益

を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
なお、履行義務の対価は、概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

（ⅰ）SMM事業
・インフルエンサーサービス

インフルエンサーサービスの主な履行義務は、最適なインフルエンサーを起用したプロモーション施
策を提供することであり、当該履行義務は顧客との契約条件の達成時点において充足されるため、当該
時点で収益を認識しております。

・SNSアカウント運用
SNSアカウント運用の主な履行義務は、顧客の公式SNSアカウントの運用を代行することであり、当

該履行義務は、SNSアカウントの運用期間にわたり充足されるため、当該期間にわたり収益を認識して
おります。

・インターネット広告販売
インターネット広告販売における収益は、主に広告配信及び広告制作収入からなります。インターネ

ット広告配信の主な履行義務は、広告の配信をソーシャルメディアを中心として行うことであり、当該
履行義務は、広告の配信実績に応じて充足されるため、当該期間にわたり収益を認識しております。広
告制作収入の主な履行義務は、広告に係る制作物を提供することであり、当該履行義務は、制作物の納
品時点において充足されるため、当該時点で収益を認識しております。

（ⅱ）HR事業
HR事業における主な履行義務は、当社が蓄積してきたSNSマーケティングの知見を活かして顧客が

求める適切な人材を紹介することであり、当該履行義務は、当社から紹介した人材が顧客企業に入社し
た時点で収益を認識しております。

（ⅲ）ライブ配信プラットフォーム事業
ライブ配信プラットフォーム事業における主な履行義務は、アーティストとユーザーがオンライン上

でトークができるプラットフォームの提供であり、アプリ内で購入したポイントを使用し、オンライン
トークを利用できるサービスとなっております。当該履行義務は、ユーザーがポイントを利用した時点

－ 11 －



　有形固定資産の減価償却累計額 37,917千円

事業 用途 場所 種類 金額（千円）
新規事業開発 事業用資産 東京都渋谷区 ソフトウェア 15,929

で収益を認識しております。

⑤　のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却に関しては、５年間の均等償却を行っております。

3．会計上の見積りに関する注記
（のれんの評価）

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
184,523千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法

当社は、前連結会計年度において株式会社WithLIVEの発行済全株式を取得し、連結子会社としており
ます。当該企業結合により識別したのれんについて、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、減損
の兆候の有無を検討しております。減損の兆候が識別された場合には、事業計画を基礎に算定されたの
れんの残存償却期間内の割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較して減損損失の要否を判定し
ます。そして、減損損失を認識すべきと判定されたのれんについては、回収可能価額まで減額し、減損
損失を計上することとしております。なお、当連結会計年度においては、認識されたのれんについて、
事業計画を用いた将来キャッシュ・フローの見積りに基づいて減損不要と判断しております。
②主要な仮定

当該事業計画の見積りにおける主要な仮定は、過去の経営成績に基づく売上高の成長率です。
③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

主要な仮定である売上高の成長見込みは、経営環境や市場動向の影響を受けるため、見積りの不確実
性を伴い、売上高等の実績が事業計画を大幅に下回る場合には減損損失として認識する可能性がありま
す。

4．連結貸借対照表に関する注記

5．連結損益計算書に関する注記
（１）減損損失

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

当社グループは、事業用資産については主に管理会計上の事業区分に基づきグルーピングしております。
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普通株式 4,037,100株

普通株式 82,200株

当連結会計年度において減損要否の判定を行い、投資額の回収が見込まれていない事業用資産について、
帳簿価額の全額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、営業活動から生じる将来キャッシュ・フローを一定
の割引率で割り引いて算出しております。ただし上記資産については営業活動から生じる将来キャッシュ・
フローがマイナスであるため、回収可能価額をゼロとして、その帳簿価額の全額を減損処理しております。

（２）投資有価証券評価損
当社グループが保有する投資有価証券のうち、実質価額が著しく下落したものについて、減損処理を実施し

たものであります。

6．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

7．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、必要な資金は主に自己資金で賄ってお

ります。また、営業目的及び事業戦略上の投資資金の調達は、資金需要の特性、金融市場環境、長期及び
短期の償還期間等を総合的に勘案し、銀行借入により行う方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。これらは支払

期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
敷金及び保証金のうち、オフィスの賃借に伴うものについては、差入先の信用リスクに晒されていま

す。一方、敷金及び保証金のうち供託金については、訴訟による仮差押さえ及び前払式特定取引前受金の
保全措置として法務局への供託をしているものであり、信用リスクに晒されておりません。

長期借入金は、主に営業目的及び事業戦略上の投資資金調達のためのものでありますが、支払金利は固
定金利であるため、金利の変動リスクには晒されておりません。

③金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、取引先審査・与信管理ガイドラインに従い、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

敷 金 及 び 保 証 金 564,072 539,302 △24,769

資　産　計 564,072 539,302 △24,769

長 期 借 入 金 324,000 318,144 △5,855

負　債　計 324,000 318,144 △5,855

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

敷金及び保証金 1,749 － － 146,091

手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っ
ております。
ロ.資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各事業部からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流
動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(２）金融商品の時価等に関する事項
　2024年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

（単位：千円）

（注）１．「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「契約負債」、「未払
金」、「未払法人税等」及び「未払消費税」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
近似することから、記載を省略しております。

２．「敷金及び保証金」については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引
いた現在価値により算定しています。

３．長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めております。
４．連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資（連結貸借対照表計上額　29,048千

円）についても記載を省略しております。
５．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（単位：千円）

「敷金及び保証金」のうち供託金416,231千円については、訴訟による仮差押さえ及び前払式特定取引前受
金の保全措置として、法務局への供託をしているものであり、返還時期を合理的に見積もることが困難なた
め、上記の表に含まれておりません。
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１年以内
１年超

２年以内
２年超

３年以内
３年超

４年以内
４年超

５年以内
５年超

短期借入金 850,000 － － － － －

長期借入金 108,000 108,000 108,000 － － －

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷 金 及 び 保 証 金 － 539,302 － 539,302

資　産　計 － 539,302 － 539,302
長 期 借 入 金 － 318,144 － 318,144

負　債　計 － 318,144 － 318,144

６．借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

（３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値に
より算定しており、その時価をレベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント
その他
（注） 合計

SMM事業

一時点で移転される財 3,359,010 439,711 3,798,722
一定の期間にわたり移転される財 3,663,481 - 3,663,481
外部顧客への売上高 7,022,492 439,711 7,462,203

また「敷金及び保証金」のうち供託金については、訴訟による仮差押さえ及び前払式特定取引前受金の保
全措置として、法務局への供託をしているものであり、返還時期を合理的に見積もることが困難なこと、か
つ信用リスクが僅少であることから、割引率をゼロとして現在価値を算定しておりレベル２の時価に分類し
ております。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を残存期間及び信用リスクを加味した利率で割引いた現在価値に

より算定しており、その時価をレベル２の時価に分類しております。

８．収益認識に関する注記
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの売上高は、顧客との契約から生じる収益であり、当社グループの報告セグメントを収益の
認識時期に分解した場合の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、HR事業、ライブ配信プ
ラットフォーム事業、新規事業開発を含んでおります。

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「２．連結計算書類の作成のための基本
となる重要な事項に関する注記等　(3) 会計方針に関する事項　④ 重要な収益及び費用の計上基準」に記載
のとおりであります。

－ 16 －



当連結会計年度（千円）
顧客との契約から生じた債権（期首残高）
　受取手形及び売掛金 2,896,355

顧客との契約から生じた債権（期末残高）
　受取手形及び売掛金 3,236,094

契約負債（期首残高） 31,466

契約負債（期末残高） 47,951

(1) １株当たり純資産額 50円18銭
(2) １株当たり当期純損失 △488円27銭

(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約負債の残高等

契約負債は、顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩され
ます。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予定される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の簡

便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11．その他の注記
（追加情報）

（債権の取立不能または取立遅延のおそれについて）
当社グループが、2023年４月よりアフィリエイト広告の代理販売を実施しておりました取引先より、

2023年12月に売掛金の入金が遅れる旨の通知がありました。その後、売掛金の一部入金があったものの、
当該取引先及び連帯保証先からの売掛金残高の入金が無い状態が続いており、取立不能または取立遅延のお
それが生じております。当社は、当該取引先からの売掛金回収の金額と時期に不確実性が存在することか
ら、当該取引先に対する当期末時点の債権金額2,202,612千円に対して、全額貸倒引当金繰入額を販売費及
び一般管理費に計上しております。

なお、上記債権については、法的手続きを含めた様々な手段を用いて回収努力を続けて参ります。
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（2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金

合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 478,121 478,121 478,121 1,200,146 1,200,146 △32,647 2,123,740
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
(新株予約権の行使) 6,500 6,500 6,500 13,000
当期純損失（△） △1,978,601 △1,978,601 △1,978,601
自 己 株 式 の 取 得 △91 △91
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 6,500 6,500 6,500 △1,978,601 △1,978,601 △91 △1,965,693
当 期 末 残 高 484,621 484,621 484,621 △778,455 △778,455 △32,739 158,046

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 2,186 2,186 117,368 2,243,295
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行
(新株予約権の行使) 13,000
当 期 純 損 失 （ △ ） △1,978,601
自 己 株 式 の 取 得 △91
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 2,290 2,290 33,215 35,505

当 期 変 動 額 合 計 2,290 2,290 33,215 △1,930,187
当 期 末 残 高 4,476 4,476 150,584 313,107

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 18 －



個別注記表
1．継続企業の前提に関する注記

当社は、当事業年度において、取引先に対する売掛金の入金遅延に伴い、貸倒引当金繰入額2,202,612千
円を計上いたしました。多額の営業損失を計上した結果、純資産が313,107千円となり、前事業年度末と比
べ、1,930,187千円減少しております。

また、当社は、株式会社りそな銀行からの借入金に関して、借入に関する事実経緯等も踏まえ、返済条件
等に関する協議を実施した結果、2024年５月29日に任意の期限前弁済を行っております。

このような状況により、当社は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が生じ
ていると認識しております。

当社は、このような状況を早期に解消すべく、以下のとおり対応を進めて参ります。

①事業収益の拡大
当社は、当事業年度において、過去最高の売上高を計上しております。成長率の高いソーシャルメディア

マーケティング市場において、現在も業績を伸ばしておりますが、更なる売上成長を図るために、当社の強
みであるインフルエンサーを活用したマーケティング手法を中心に、新たな事業開発等に取り組むことによ
り、企業価値を向上させ継続的に成長を続けていくように努めて参ります。

②財務基盤の安定
当社では、複数の金融機関から長短期の借入を実施しており、当社の現在の財政状態を踏まえた上でも、

継続的にご支援いただける可能性は高いものと考えております。
また、更なる財政状態の改善を企図して、資金調達についても具体的な協議を進めていることから、財務

面での安定は達成できるものと考えております。

このように、当社の成長性は非常に高いと考えているものの、資金調達については、金融機関や主要株主
との協議を行いながら進めている途上であり、協議の進展によっては今後の資金繰りに影響を及ぼす可能性
があることから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しており
ます。

なお、計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を
計算書類に反映しておりません。

2．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法
・子会社株式 　移動平均法による原価法
・その他有価証券
　　市場価格のない株式等 　移動平均法による原価法
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②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品 　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産 　定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物附属設備　　　　　15年
工具、器具及び備品　　４年～15年

②　無形固定資産 　自社利用のソフトウエアは、社内における利用可能期間（３年～５年）
に基づく定額法

(3) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金 　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度において、売上債
権の取立不能または取立遅延のおそれが発生したことから、販売費及び一
般管理費に貸倒引当金繰入額2,202,612千円を計上しております。

②　ポイント引当金 　Ripre会員に付与したポイントの利用による費用負担に備えるため、当
事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。

(4)　重要な収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識す

る通常の時点）は以下の通りであります。
なお、履行義務の対価は、概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

SMM事業
①インフルエンサーサービス

インフルエンサーサービスの主な履行義務は、最適なインフルエンサーを起用したプロモーション施
策を提供することであり、当該履行義務は顧客との契約条件の達成時点において充足されるため、当該
時点で収益を認識しております。

②SNSアカウント運用
SNSアカウント運用の主な履行義務は、顧客のSNS公式アカウントの運用を代行することであり、当

該履行義務は、SNSアカウントの運用期間にわたり充足されるため、当該期間にわたり収益を認識して
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当事業年度
関係会社株式 642,500千円
関係会社短期貸付金 10,000千円

おります。

③インターネット広告販売
インターネット広告販売における収益は、主に広告配信及び広告制作収入からなります。インターネ

ット広告配信の主な履行義務は、広告の配信をソーシャルメディアを中心として行うことであり、当該
履行義務は、広告の配信実績に応じて充足されるため、当該期間にわたり収益を認識しております。広
告制作収入の主な履行義務は、広告に係る制作物を提供することであり、当該履行義務は、制作物の納
品時点において充足されるため、当該時点で収益を認識しております。

3．会計上の見積りに関する注記
１．関係会社株式及び関係会社貸付金の評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法

市場価格のない関係会社株式について、当該関係会社株式の発行会社の財政状態の悪化により株式の実
質価額が50％程度以上低下した場合に、実質価額が著しく低下したと判断し、概ね５年以内に取得原価ま
での回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、期末において相当の減額処理を行うこと
としております。なお、超過収益力を反映して取得した株式については、実質価額に当該超過収益力を反
映しており、超過収益力が減少したと判断される場合には、実質価額に当該減少を反映しています。ま
た、関係会社への貸付金の評価にあたっては財政状態及び経営成績等に応じて貸倒懸念債権に分類された
貸付金については、財務内容評価法に基づき評価しております。
②主要な仮定

関係会社株式の評価における主要な仮定は、過年度実績や将来成長見込等を勘案した予測売上及び営業
損益であります。また、貸倒懸念債権に分類された貸付金については財務内容評価法により経営状態、財
政状態、事業計画の実現可能性を考慮した上で、支払能力を総合的に判断しております。
③翌事業年度の計算書類に与える影響

翌事業年度以降に業績の悪化等により関係会社株式及び関係会社貸付金の評価に重要な影響を及ぼす可
能性があります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 32,630千円

　短期金銭債権
未収入金 331千円
立替金 9,078千円

　短期金銭債務
買掛金 23,064千円
短期借入金 202,000千円
未払金 4,673千円

(1) 関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 412千円
売上原価 225,483千円
販売費及び一般管理費 850千円
経営指導料の受取 32,550千円

営業取引以外の取引高 1,026千円

事業 用途 場所 種類 金額（千円）
新規事業開発 事業用資産 東京都渋谷区 ソフトウェア 15,929

4．貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務（区分表示したものを除く）

5．損益計算書に関する注記

(2) 減損損失
　当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

当社は、事業用資産については主に管理会計上の事業区分に基づきグルーピングしております。
当事業年度において減損要否の判定を行い、投資額の回収が見込まれていない事業用資産について、帳簿

価額の全額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、営業活動から生じる将来キャッシュ・フローを一定

の割引率で割り引いて算出しております。ただし上記資産については営業活動から生じる将来キャッシュ・
フローがマイナスであるため、回収可能価額をゼロとして、その帳簿価額の全額を減損処理しております。

(3) 投資有価証券評価損
当社が保有する投資有価証券のうち、実質価額が著しく下落したものについて、減損処理を実施し

たものであります。
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普通株式 13,505株

繰延税金資産
未払事業税 6,778千円
減価償却超過額 9,472千円
未確定債務 23,340千円
ポイント引当金 2,152千円
株式報酬費用 17,764千円
貸倒引当金 674,545千円
投資有価証券評価損 24,499千円
関係会社株式評価損 15,312千円
その他 1,834千円
繰延税金資産小計 775,700千円
評価性引当額 △732,456千円

繰延税金資産合計 43,244千円
繰延税金資産の純額 43,244千円

6．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

7．税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
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種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

主 要 株 主 株 式 会 社 サ イ バ ー
エ ー ジ ェ ン ト

被所有
直接　14.9％

広告取引・当社サ
ービスの販売等 広 告 取 引 等 1,457,614 売 掛 金 288,136

主要株主が
議決権の過
半数を自己
の計算にお
いて所有し
ている会社

株 式 会 社
C y b e r O w l － 広告取引等 広 告 取 引 238,353 売 掛 金 71,226

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子 会 社 株 式 会 社
W i t h L I V E

所有
直接　100％

出 向 、 役 員 の 兼
任、広告取引、資
金の借入等

資 金 の 借 入 202,000 短 期 借 入 金 202,000

利 息 の 支 払 884 未 払 金 884

(1) １株当たり純資産額 40円39銭
(2) １株当たり当期純損失 △494円31銭

8．関連当事者との取引に関する注記
（１）親会社及び法人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針に関しましては一般取引条件と同様に決定しております。

２．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

（２）子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

9．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「２．重要な会計方針に係る事項に関す
る注記」の「(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

－ 24 －



12．その他の注記
（追加情報）

（債権の取立不能または取立遅延のおそれについて）
当社が、2023年４月よりアフィリエイト広告の代理販売を実施しておりました取引先より、2023年12

月に売掛金の入金が遅れる旨の通知がありました。その後、売掛金の一部入金があったものの、当該取引先
及び連帯保証先からの売掛金残高の入金が無い状態が続いており、取立不能または取立遅延のおそれが生じ
ております。当社は、当該取引先からの売掛金回収の金額と時期に不確実性が存在することから、当該取引
先に対する当期末時点の債権金額2,202,612千円に対して、全額貸倒引当金繰入額を販売費及び一般管理費
に計上しております。

なお上記債権については、法的手続きを含めた様々な手段を用いて回収努力を続けて参ります。
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